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令和６年度財政援助団体の監査結果について  

 

 令和６年度の財政援助団体の監査を地方自治法第１９９条

第７項の規定により実施したので、その結果を同条第９項の

規定により報告します。  
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１ 監査の基準  

この監査は、中津川市監査基準に準拠して実施した。 

 

２ 監査の対象及び監査の期日 

令和６年度の財政援助団体監査は、令和５年度に市が補助金等の財政援助を行っ

た団体のうちから抽出した次の団体について実施した。 

                          (単位：円) 

実施日 担当課 
科

目 
補助金等の名称 団 体 名 金 額 

12月 13日 商工振興課 

補

助

金 

中津川北商工会運営事

業補助金 
中津川北商工会 18,000,000円 

 

 

３ 監査の方法 

令和５年度における市補助金等の受入れ、現金出納等に関する事務、事業の執行及

び事業目的について監査を行った。 

監査にあたっては、対象団体から提出された補助金交付申請書、事業実績報告書、

決算書、会計帳簿、その他関係書類について監査し、併せて団体責任者等及び担当課

職員の説明を聴取し、調査を行った。 

 

４ 監査の結果 

対象の補助事業において補助金の処理は適正に行われ、証拠書類等も

適正に管理されているものと認められた。  

監査結果の詳細については、次のとおりである。  
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Ⅰ  中津川北商工会  

 

１ 事業の概要 

中津川北商工会は県下統一の理念「商工会は経営支援を通じて事業者

の未来に貢献する」を掲げ、小規模事業者に寄り添い、支えることで地

域の維持と持続的発展に努めていくことが重要な役割である。  

この地域においても、人口減少、経営者の高齢化、後継者不足や労働

力不足などの様々な課題が山積みとなっており、小規模事業者を取り巻

く環境は深刻な状況である。中津川北商工会は事業の創出並びに継続に

係る支援を一層強化し、地域コミュニティの担い手である小規模事業者

の事業継続、持続的発展に貢献し、市内経済団体の一角として中津川市、

中津川商工会議所、関係機関と一層の連携を強化し、地域経済の活性化

と地域商工業の振興に貢献できるよう努めている。 

当団体が行う重点事業は次のとおりである。 

  １．商工会事業運営の確立 

（１）役員・事務局の役割を再構築 

（２）支部事業運営協議 

２．地域内小規模事業者経営支援の充実  

（１）経営発達支援事業の推進 

（２）経済対策事業 

３．中津川北部地域のまちづくり 

（１）地域の特徴、資源を活かした地域づくり 

（２）濃飛横断自動車道の要望推進・神坂インターチェンジの活用及び  

アクセス道整備の活動推進 

（３）中津川北部地域まちづくり団体等連絡協議会との連携 

４．事務局の業務見直し 

（１）本所、支所業務の見直し改善 

５．未加入事業所の加入推進 

（１）地域内未加入事業者に対して巡回等実施 

（２）新規創業支援事業の実施 

６．中津川商工会議所及び他団体との事業連携 

（１）中津川市内の経済団体として、中津川商工会議所及び市内他団体との連携を図

り、地域産業の活性化に向けて共同事業等を通して産業の振興を図る。 
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２ 補助金の支出根拠 

  中津川市補助金交付規則  

 

３ 補助金交付の状況 

 令和５年度中津川北商工会運営事業補助金  18,000,000円 

  

【令和５年度 中津川北商工会 収支決算額】 

＜収入の部＞ 

  1.補助金収入         66,326,900 円 

   ・県補助金          47,605,504 円 

   ・市補助金          18,000,000 円  

   ・小規模事業対策補助金      721,396 円 

    ・プレミアム商品券事業補助金      0 円 

   2.会費・手数料収入       37,492,349 円 

   3.受託料収入           239,890 円 

   4.前期繰越金         16,981,428 円    

     合  計          121,040,567 円 

 

＜支出の部＞ 

  1.職員人件費         66,385,898 円 

   2.経営改善事業費         1,889,604 円 

   3.受託事業費           239,890 円 

   4.地域総合振興事業費       9,111,786 円 

      5.管理費            20,996,109 円 

      6.商工会運営安定引当費     10,000,000 円 

      7.資産取得支出              0 円 

      8.予備費                 0 円   

     合  計          111,623,287 円 

    当期余剰金          9,417,280 円 

  

 

４ 監査の結果     

中津川北商工会の補助事業において補助金の処理は適正に行われ、証拠書類等

も適正に管理されているものと認められた。 

 


